
令和４年度業務実績報告（自己評価）の評定一覧

様式１

（私学・公益法人課作成）

令和4年度業務実績報告（自己評価）の評定一覧

令和５年８月７日（月）までに、

○様式１ 令和４年度業務実績報告（自己評価）の評定一覧

○様式２ 公立大学法人宮城大学評価委員会 質疑事項シート※質疑事項がある場合のみ

を，事務局（宮城県総務部私学・公益法人課）あてメールにて提出願います。

E-mail：shigaku-hojin@pref.miyagi.lg.jp
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令和４年度業務実績報告（自己評価）の評定一覧

　◎　この資料は，法人から提出された「公立大学法人宮城大学業務実績報告書（令和4年度）」について，評価委員会の評価に資するよう，事務局で整理したものです。

　◎　中期計画番号ごとに自己評価されているものを「中期目標」の単位で整理しております。

記　載　内　容　の　説　明　に　つ　い　て

中期目標の項目ごとに整理し直しまし
た。

「業務実績報告書」の中期計画番号を
No.1～49で右に記載

この資料における
通し番号

この単位で項目別評価
をお願いします。

法人の自己評価に対して「評価欄」に「Ｓ～Ｄ」の評価を，「委
員意見欄」に意見を記載してください。その際「仮評価」をご
参考ください。

4 22 1 0 27 96.3% 14.8%

１ 教育に関する目標を達成するための措置

(1) 入学者受入方針・入学者選抜に関する目標を達成するための措置

【評価】 【委員意見】
1 4 100.0% 25.0% A

法人の自己評価に対する委員評価・意見評　価　項　目 ⅠⅡⅢⅣ 計

第１ 教育研究の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

1 イ 学士課程　No.1～4 3

Ⅲ+Ⅳの
割合

Ⅳの
割合

仮
評価

評定

Ｓ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ
年度計画の実施が遅れており，重大な改善事項がある
（委員会が特に認める場合）

特筆すべき進捗状況にある
（委員会が特に認める場合）※仮評価ではⅣが50%以上の場合

年度計画を順調に実施している
（自己評価の評定がすべて「Ⅳ」又は「Ⅲ」）

年度計画の実施にやや遅れがある
（自己評価の評定で「Ⅳ」又は「Ⅲ」がおおむね９０％未満）

年度計画をおおむね順調に実施している
（自己評価の評定で「Ⅳ」又は「Ⅲ」がおおむね９０％以上）

○「評価の実施要領」第４「２　項目別評価」の「評定の基準」に基づき
機械的に「S～C」と仮評価しています。

評価委員会の項目別評価（５段階評定）評定の基準評定

Ⅳ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

記載されている数値は，中期計画番号ごとに法人が自己
評価した評定の集計値

年度計画を予定どおり実施している
（達成度がおおむね９０％以上）

年度計画をほとんど実施していない
（達成度がおおむね６０％未満）

年度計画を十分に実施していない
（達成度がおおむね６０％以上９０％未満）

年度計画を大幅に上回って実施している
（特筆すべき優れた実績・成果がある）

法人の自己評価（４段階評定）

○法人の自己評価を集計しました。
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令和４年度業務実績報告（自己評価）の評定一覧

2 24 1 0 27 96.3% 7.4%

１ 教育に関する目標を達成するための措置

(1) 入学者受入方針・入学者選抜に関する目標を達成するための措置

【評価】 【委員意見】

【評価】 【委員意見】

(2) 教育の内容等に関する目標を達成するための措置

【評価】 【委員意見】

【評価】 【委員意見】
A4 ロ 大学院課程　No.10～12 3

3 100.0% 33.3% A

3 100.0% 0.0%

3 イ 学士課程　No.7～9 21

2 50.0% 0.0% C2 ロ 大学院課程　No.5～6 11

4 100.0% 0.0% A

法人の自己評価に対する委員評価・意見評　価　項　目 ⅠⅡⅢⅣ 計

第１ 教育研究の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

1 イ 学士課程　No.1～4 4

Ⅲ+Ⅳの
割合

Ⅳの
割合

仮
評価
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令和４年度業務実績報告（自己評価）の評定一覧

法人の自己評価に対する委員評価・意見評　価　項　目 ⅠⅡⅢⅣ 計
Ⅲ+Ⅳの

割合
Ⅳの
割合

仮
評価

(3) 教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置

【評価】 【委員意見】

【評価】 【委員意見】

(4) 学生への支援に関する目標を達成するための措置

【評価】 【委員意見】

【評価】 【委員意見】

【特記事項に関する委員意見】

8 ロ キャリア形成支援　No.20～21 2

3 100.0% 0.0% A

2 100.0% 0.0% A

7 イ 学修・生活支援　No.17～19 3

3 100.0% 0.0% A

A

6 ロ 教員・教員組織　No.14～16 3

1 100.0% 0.0%5 イ 教育研究組織　No.13 1

 4／8



令和４年度業務実績報告（自己評価）の評定一覧

法人の自己評価に対する委員評価・意見評　価　項　目 ⅠⅡⅢⅣ 計
Ⅲ+Ⅳの

割合
Ⅳの
割合

仮
評価

【評価】 【委員意見】

【評価】 【委員意見】

1 5 0 0 6 100.0% 16.7%

【評価】 【委員意見】

【評価】 【委員意見】

【特記事項に関する委員意見】

1 4 100.0% 25.0% A

12 ２ 国際交流等に関する目標を達成するための措置　No.32～33 2 2 100.0% 0.0% A

１ 地域貢献に関する目標を達成するための措置　No.28～31

【特記事項に関する委員意見】

第２ 地域貢献等に関する目標を達成するためとるべき措置

11 3

1 3 100.0% 33.3% A

3 100.0% 0.0% A

【特記事項に関する委員意見】

２　研究に関する目標を達成するための措置　No.22～249 2

310
３　教育研究環境の整備に関する目標を達成するための措置　No.25～
27

 5／8



令和４年度業務実績報告（自己評価）の評定一覧

法人の自己評価に対する委員評価・意見評　価　項　目 ⅠⅡⅢⅣ 計
Ⅲ+Ⅳの

割合
Ⅳの
割合

仮
評価

0 5 0 0 5 100.0% 0.0%

【評価】 【委員意見】

【評価】 【委員意見】

【評価】 【委員意見】
0.0% A

【特記事項に関する委員意見】

15 1

2 100.0% 0.0% A

３ 事務等の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置　No.38 1 100.0%

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措
置

１ 運営体制の改善に関する目標を達成するための措置　No.34～35

14 2

2 100.0% 0.0% A13 2

２ 人事の適正化に関する目標を達成するための措置　No.36～37
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令和４年度業務実績報告（自己評価）の評定一覧

法人の自己評価に対する委員評価・意見評　価　項　目 ⅠⅡⅢⅣ 計
Ⅲ+Ⅳの

割合
Ⅳの
割合

仮
評価

0 4 0 0 4 100.0% 0.0%

【評価】 【委員意見】

【評価】 【委員意見】

【評価】 【委員意見】

0 3 0 0 3 100.0% 0.0%

【評価】 【委員意見】

【評価】 【委員意見】

【特記事項に関する委員意見】

1 100.0% 0.0% A20 ２ 情報公開の推進等に関する目標を達成するための措置　No.45 1

2 100.0% 0.0% A19
１ 自己点検・評価の充実に関する目標を達成するための措置　No.43～
44 2

【特記事項に関する委員意見】

第５ 教育及び研究並びに組織及び運営の状況に係る自己点検・評価並び
に当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するためとるべき措置

1 100.0% 0.0% A18 ３ 資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置　No.42 1

1 100.0% 0.0% A17 ２ 経費の抑制に関する目標を達成するための措置　No.41 1

2 100.0% 0.0% A16
１ 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標を達成するため
の措置　No.39～40 2

第４ 財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置

 7／8



令和４年度業務実績報告（自己評価）の評定一覧

法人の自己評価に対する委員評価・意見評　価　項　目 ⅠⅡⅢⅣ 計
Ⅲ+Ⅳの

割合
Ⅳの
割合

仮
評価

0 4 0 0 4 100.0% 0.0%

【評価】 【委員意見】

【評価】 【委員意見】

【評価】 【委員意見】

3 45 1 0 49 98.0% 6.1%

仮評価 S= 0

A= 22

B= 0

C= 1

D= 0

S～D合計 23

【委員意見】（全体評価）

・項目別評価の結果を踏まえた上で，総括的に記述
・教育研究の質の向上や教育研究成果の社会への還元
に結びついたと認められる取組を積極的に評価
・課題とする点や法人に対する要望等

【特記事項に関する委員意見】

合　　計

1 100.0% 0.0% A３ 人権の尊重に関する目標を達成するための措置　No.49 1

2 100.0% 0.0% A22 ２ 安全管理等に関する目標を達成するための措置　No.47～48 2

1 100.0% 0.0% A21 １ 施設設備の整備・活用等に関する目標を達成するための措置　No.46 1

第６ その他業務運営に関する重要目標を達成するためとるべき措置

23
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